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１ 個人情報取扱事務の登録 

各実施機関において、個人情報保護条例第６条の規定に基づき、個人情報を取り扱う事務について、

個人情報取扱事務の名称及び目的並びに取り扱う個人情報の対象者の範囲、記録項目及び収集先等を

記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の縦覧に供した。 

 

（表１）個人情報取扱事務登録簿の登録件数 

担 当 部 局 名 １９年度（件）

知 事  １，４５１
政 策 企 画 部 ４８

総 務 部 ７５

生 活 文 化 部 ５１

に ぎ わ い 創 造 部 ３２

健 康 福 祉 部 ５７１

商 工 労 働 部 ２４６

環 境 農 林 水 産 部 １６１

都 市 整 備 部 １１５

住 宅 ま ち づ く り 部 １４８

担

当

部

局

別

内

訳 

会 計 局 ４

教 育 委 員 会 １５５

選 挙 管 理 委 員 会 ３

人 事 委 員 会 ０

監 査 委 員 ０

公 安 委 員 会 ４

労 働 委 員 会 ３

収 用 委 員 会 ２

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 １

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 １

水 道 企 業 管 理 者 ４１

警 察 本 部 長 ２１６

公 立 大 学 法 人 大 阪 府 立 大 学 ３７

地方独立行政法人大阪府立病院機構 ９０

合     計 ２，００４

 

２ 個人情報の取扱いに関する個人情報保護審議会への諮問 
条例で個人情報保護審議会の承認を要件としている個人情報の例外的取扱いについて、平成１９年

度は、２９件の諮問があり、すべて諮問を承認する旨の答申があった。 

 

（表２）個人情報の取扱に関する個人情報保護審議会への諮問及び答申の状況  

答申の内訳 
諮問事項 

1 8 年度
から繰越

19 年度
諮 問

19 年度
答 申 承認 不承認 

20 年度
へ繰越

件      数   ０  ２９ ２９  ２９   ０   ０

本人収集の原則の例外 
（７条３項７号） 

  ０   ５  ５   ５   ０   ０

センシティブ情報の収集禁止原則
の例外（７条５項） 

  ０   ２  ２   ２   ０   ０

目的外利用・提供禁止原則の例外
（８条１項９号） 

  ０ ２６ ２６ ２６   ０   ０

事
項
別
内
訳 
 

オンライン結合による個人情報の
外部提供禁止の例外（８条３項）

  ０   ２  ２   ２   ０   ０

（注）１件の諮問において、複数の例外的取扱について承認を求めている場合があるので、事項別内訳の合計が諮問

の件数を上回る。 
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（表３）個人情報の例外的取扱に関する個人情報保護審議会への諮問及び答申の一覧 

 件名 諮問事項（注） 実施機関 諮問日 承認日 

１ インターネットによるセミナーガ

イダンスへの参加申込等 

オンライン提供 警察本部長 19. 5. 9 19. 5. 9

２ 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19. 5. 7 19. 5. 9

３ 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19. 5. 7 19. 5. 9

４ 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19. 5. 7 19. 5. 9

５ 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19. 5. 7 19. 5. 9

６ 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19. 5. 7 19. 5. 9

７ 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19. 5. 7 19. 5. 9

８ 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19. 6.29 19. 7. 3

９ 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19. 6.29 19. 7. 3

10 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19. 6.29 19. 7. 3

11 府立病院への防犯カメラ等の設置 本人外収集 

目的外利用・提供

府立病院機構 19. 7. 2 19. 7. 3

12 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19. 8.24 19. 8.29

13 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19. 8.24 19. 8.29

14 武力攻撃事態等における安否情報

の提供 

オンライン提供 知事 19. 8.28 19. 8.29

15 府税事務所における防犯カメラの

設置 

本人外収集 

目的外利用・提供

知事 19. 8.22 19.10.31

16 府立大学における防犯カメラの設

置 

本人外収集 

目的外利用・提供

府立大学 19.10.22 19.10.31

17 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19.11.26 19.11.28

18 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19.12.21 19.12.26 

19 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19.12.21 19.12.26 

20 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 19.12.21 19.12.26 

21 府立病院における防犯カメラの設

置 

本人外収集 

目的外利用・提供

府立病院機構 19.10.26 20. 2.13

22 住宅供給公社賃貸住宅等に係る暴

力団情報の収集 

ｾﾝｼﾃｨﾌﾞ情報収集 住宅供給公社 20. 2.13 20. 2.13

23 石綿健康被害救済制度による特別

遺族弔慰金等制度の周知事業に係

る個人情報の利用・提供等 

ｾﾝｼﾃｨﾌﾞ情報収集

本人外収集 

目的外利用・提供

知事 20. 3.19 20. 3.21

24 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 20. 3.18 20. 3.21

25 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 20. 3,18 20. 3,21

26 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 20. 3.18 20. 3.21

27 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 20. 3.18 20. 3.21

28 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 20. 3.18 20. 3.21

29 死亡患者等に係る診療情報の提供 目的外提供 府立病院機構 20. 3.18 20. 3.21

（注）個人情報の例外的取扱に係る個人情報保護審議会への諮問事項について 

○ 本人外収集（条例第７条第３項第７号（第５３条の２、第５３条の３第１項）） 

個人情報を本人以外のものから収集すること。 

○ センシティブ情報収集（条例第７条第５項（第５３条の２、第５３条の３第１項）） 

次の個人情報（センシティブ情報）を収集すること。 

・ 思想、信仰、信条その他心身に関する基本的な個人情報 
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・ 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報 

○ 目的外利用・提供（条例第８条第１項第９号（第５３条の３第１項）） 

個人情報取扱事務の目的以外に、個人情報を利用・提供すること。 

（個人情報取扱事務の目的は、個人情報取扱事務登録簿の記載により判断する。） 

○ オンライン提供（条例第８条第３項（第５３条の２、第５３条の３第１項）） 

実施機関以外のものに対してオンライン結合を用いて個人情報を提供すること。 

（オンライン結合とは、コンピューターを通信回線により結合し、実施機関以外のものが個

人情報を随時入手できる状態にすることをいう。） 

   

 

３ 個人情報の開示請求 

 

［請求件数］ 

個人情報の開示の請求件数は８６件で、平成１８年度に比べ約６％の増加となった。 

なお、８６件の請求のうち、本人からの請求は７６件、法定代理人からの請求は１０件であった。 

これらの請求に対し、実施機関が９２件の決定を行った（１件の請求において複数の個人情報の開

示が請求されている場合は、複数の決定が行われることがある。）。その内訳は次表のとおりである。 

 

（表４）個人情報開示請求及び決定の件数 

         区   分 
１９年度 

（件） 

１８年度

（件）

個人情報開示請求の件数 ８６ ８１

実施機関の決定の件数 ９２ ８６

全部開示 ３５ ３３

部分開示 ３９ ３３

非開示 ３ ０

不存在による非開示 １４ １６

適用除外による非開示（第４６条） １ １

要件不備による非開示（第１７条第１項、第２項） ０ ０

存否応答拒否による非開示（開示請求拒否）（第１６条） ０ ２

内 

訳 

却下（第１２条第２項ただし書） ０ １
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［実施機関別開示請求件数］ 

実施機関別・担当部局別では、警察本部（３４件）に対する開示請求が最も多く、次いで、教育委

員会（２５件）、健康福祉部（２３件）の順である。 

   

（表５）実施機関別・担当部局別の開示請求件数 

担 当 部 局 名 １９年度（件）

知 事  ３４
政 策 企 画 部 ２

総 務 部 ５

生 活 文 化 部 ２

に ぎ わ い 創 造 部 ０

健 康 福 祉 部 ２３

商 工 労 働 部 ２

環 境 農 林 水 産 部 ０

都 市 整 備 部 ０

住 宅 ま ち づ く り 部 ０

出 納 局 ０

担

当

部

局

別

内

訳 

契 約 局 ０

教 育 委 員 会 ２５

選 挙 管 理 委 員 会 ０

人 事 委 員 会 １

監 査 委 員 ０

公 安 委 員 会 ２

労 働 委 員 会 ０

収 用 委 員 会 ０

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ０

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 ０

水 道 企 業 管 理 者 ０

警 察 本 部 長 ３１

公 立 大 学 法 人 大 阪 府 立 大 学 ０

地方独立行政法人大阪府立病院機構 ０

（注）知事に対する請求で複数の担当部局にまたがるものは各担当部局に計上している。 
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［非開示規定の適用状況］ 

部分開示決定、非開示決定を合わせた４３件のうち、２０件において第三者の個人情報の規定、 

２０件において事務執行支障情報の規定、１１件において評価等情報の規定、２３件において公共 

安全支障情報の規定が適用されている。 

 

（表６）非開示規定の適用状況 

 

区 分 非 開 示 理 由 
１９年度 

（件） 
適 用 率

（％） 

法人等情報（１４条１項１号、２項１号） ０ 0

意思形成支障情報（１４条１項２号、２項１号） ０ 0

事務執行支障情報（１４条１項３号、２項１号） ２０ 46.5

評価等情報（１４条１項４号、２項１号） １１ 25.6

公共安全支障情報 ２３ 53.5

公共安全支障情報（１４条１項５号） ０ 0

公共安全支障情報（１４条２項２号） ２ 4.7
内

訳 
公共安全支障情報（１４条２項３号） ２３ 53.5

本人安全支障情報（１４条１項６号） ０ 0

開示しない

ことができ

る情報 

 

未成年者等権利利益侵害情報（１４条１項７号） ２ 4.7

第三者の個人情報（１３条１号） ２０ 46.5

法令秘情報（１３条２号） ０ 0

開 示 して

は な らな

い情報 法定受託事務情報（１３条３号） ０ 0

決定件数（部分開示＋非開示の件数） ４３ 100

（注）公共安全支障情報については、１４条１項５号が、公安委員会及び警察本部長を除く実施機関に、１４条２項

２号及び３号が、公安委員会及び警察本部長に、適用される（１４条２項２号と３号が同時に適用される場合は

内訳では両方に計上しているが、公共安全支障情報全体では１件と数えている。）。 

 

［決定期間の状況］ 

 ９２件の決定件数のうち、条例第１９条第２項に基づく決定期間の延長が行われたものは、１件、

条例第１９条の２第１項に基づく決定期間の特例が適用されたものは、０件であった。 

 なお、決定期間の延長が行われた１件は、開示請求に係る個人情報に情報が記録されている第三者

に意見書提出の機会を付与したものである。 

 

（表７）決定期間の状況 

区        分 １９年度（件）

決定件数 ９２

本則どおり（１５日以内） ９１

決定期間の延長を行った件数（３０日以内） １

決定期間の特例を適用した件数（３０日超） ０

（注）決定期間の末日が、大阪府の休日（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は 12 月 29
日から 1 月 3 日までの日）に当たる場合は、その翌日に決定を行っている場合がある。 

 

 

４ 個人情報の訂正請求及び利用停止請求 

個人情報の訂正の請求件数は０件、利用停止請求は０件であった。 
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５ 指定管理者の取り扱う個人情報に係る開示請求等 

指定管理者による地方自治法第２４４条第１項に規定する「公の施設」の管理に係る個人情報に

ついても、当該指定管理者の管理に係る公の施設を所管する実施機関（指定実施機関）に対して、

開示等を請求できることとされているが、平成１９年度の請求件数は、開示、訂正、利用停止とも

０件であった。 

 

 

６ 非開示決定等に対する不服申立て 

個人情報開示請求等に対する実施機関の決定について、平成１９年度は３件の不服申立てがあっ

た。 

不服申立ては、個人情報審議会に諮問し、その答申を尊重して再決定等の処理を行うこととなっ

ており、平成１８年度から繰り越した５件を含めた平成１９年度の処理状況は以下のとおりである。 

 

（表８）不服申立ての処理状況（件） 

処 理 件 数 

区  分 
係属事案 

計 

取下げ

件 数 計 認容 
一部 

認容 
棄却 却下 

２０年度

へ 繰 越

件 数

１８年度から繰越事案 ５ ０ ５ ０ ０  ５ ０ ０

開示請求関係 ４ ０  ４  ４  ０
 

訂正請求関係 １ ０  １  １  ０

１９年度申立て事案 ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３

開示請求関係 ３  ０ ０    ３
 

訂正請求関係 ０ ０  ０    ０

計 ８ ０ ５ ０ ０ ５ ０ ３

開示請求関係 ７ ０ ４  ４  ３

訂正請求関係 １ ０ １ １  ０ 

利用停止請求関係 ０ ０   ０  ０    ０

  
 
７ 口頭の請求による即時開示 

個人情報の開示に当たり、その内容が定型的であらかじめ開示に関する判断を一律に行うことが

でき、一度に多くの請求が見込まれるものについては、条例第２２条第１項の規定に基づき、口頭

の請求による即時開示を行っている。 
平成１９年度の口頭の請求による即時開示の実施状況は次表のとおりである。 

 
（表９）口頭の請求による即時開示の実施状況 

試験等の名称 １９年度（件） 

歯科技工士試験 ４ 

薬種商販売業認定試験 ２０ 

毒物劇物取扱者試験 １４５ 

調理師試験 ５５０ 

製菓衛生師試験 ５２ 

砂利採取業務主任者試験 ２ 

大阪府立高等学校及び大阪府立工業高等専門学校
入学者選抜 

２３，６９０ 

大阪府立高等支援学校入学者選抜 １ 

           計 ２４，４６４ 
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（参考）口頭により開示請求ができる個人情報（平成１９年４月１日現在） 

口頭により開示請求を行うことができる 
個人情報の項目 

試験等の名称 開示する内容 

口頭により開示請求を 
行うことができる期間 

口頭により開示

請求を行うことが

できる場所 

行政書士試験 短答式試験及び論述試験

の得点 
合格発表の日から 5 年間 
随時 市町村課 

准看護師試験 総合得点、科目別得点 合格発表の日から１月間 医務・福祉指導室

医療対策課 

歯科技工士試験 総合得点、科目別得点、 
100 点換算の得点 

合格発表の日の翌日から 
１月間 

地域保健福祉室 
健康づくり感染症

課 

薬種商販売業認定試験 総合得点、科目別得点、 
合否基準 合格発表の日から１週間 薬務課 

毒物劇物取扱者試験 総合得点、科目別得点、 
合格基準 合格発表の日から２週間 薬務課 

調理師試験 総合得点、科目別得点 合格発表の日から 2 週間 食の安全推進課 

製菓衛生師試験 総合得点、科目別得点 合格発表の日から 2 週間 食の安全推進課 

クリーニング師試験 科目別得点、合格点 合格発表の日から 1 月間 環境衛生課 

採石業務管理者試験 総合得点、科目別得点 合格発表の日から１月間 商工振興室 
経営支援課 

砂利採取業務主任者試験 総合得点、科目別得点 合格発表の日から 1 月間 商工振興室 
経営支援課 

家畜人工授精師養成講習会

修業試験 総合得点、科目別得点 合格発表の日から 2 月間 動物愛護畜産課 

狩猟免許試験 知識試験及び技能試験の

得点、適性試験の適否 合格発表の日から 1 月間 動物愛護畜産課 

環境農林水産総合研究所農

業大学校入学試験 
総合得点、科目別得点、 
総合順位 

合格発表の日から３月 31
日まで 

環境農林水産総合

研究所 

技能検定 総合得点、科目別得点 合格発表の日から 1 月間 雇用推進室 
能力開発課 

職業訓練指導員試験 総合得点 合格発表の日から 1 月間 雇用推進室 
能力開発課 

大阪府立高等学校及び大阪

府立工業高等専門学校入学

者選抜 
・前期入学者選抜 

・海外から帰国した生徒の入学

者選抜 
・中国帰国生徒及び外国人生徒

入学者選抜 
・能勢地域連携型中高一貫教育

に係る入学者選抜 
・後期入学者選抜 

・二次入学者選抜 
・府立工業高等専門学校入学者

選抜 

・学力検査の得点、小論文

検査の得点、作文検査の

得点、実技検査の得点の

うち請求者が受検したも

の 
・調査書中の各教科の評定 
 
 
 
 
 
 

4 月１日から同月 14 日 
まで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当該入学者選抜を

実施した府立高等

学校又は府立工業

高等専門学校 

大阪府立高等支援学校入学

者選抜 
適性検査の得点、調査書

中の各教科の評定 4 月 1 日から同月 7 日まで 大阪府立高等支援

学校 

（注）開示期間に休日等が含まれることにより、開示期間の始期及び終期がずれることがあります。 
 


